
 

 

令和５年７月３１日 １４時 00 分 
姫 路 河 川 国 道 事 務 所 

 

流域の関係者との協働による「流域治水」の実践に向けて 
～加古川・揖保川流域治水室を設置します～ 

 
 

 
 

○姫路河川国道事務所では、令和２年度より気候変動による水害リスクの増大に備えるため、河川管

理者等が行う治水対策に加え、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策

「流域治水」を推進してきたところです。 

○「流域治水」を更に加速し、ハード・ソフト一体の多層的な防災対策を構築するため、この度、加古

川・揖保川流域治水室を設置するものです。 

○新たに設置する加古川・揖保川流域治水室では、既に設置されている近畿地方整備局の「流域治

水推進室」と連携し、流域治水関連法も活用しながら、県・市町・民間企業・地域住民等関係者の協

働により、実効性のある「流域治水プロジェクト」の取組を一層推進し、地域の安心・安全をより高

めて参ります。 

 

＜加古川・揖保川の流域治水プロジェクト＞ 

 https://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/river/project/ryuiki_tisui/ryuiki_tisui.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【加古川・揖保川流域治水室 設置状況】 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

① ホームページ https://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/index.php 

② Twitter     https://twitter.com/mlit_himeji 

 

  ※「話そうはりま」は、皆さまと一緒に明日の播磨のまちづくりを考えていこうという私たちの姿勢です 

＜取 扱 い＞  － 

＜配布場所＞  兵庫県政記者クラブ、神戸市役所市政記者クラブ、中播磨県民センター庁舎

内記者室、西播磨県民庁舎内記者室、北播磨県民局記者クラブ、加古川記者

クラブ、明石市政記者クラブ、丹波市政記者クラブ、丹波篠山市記者クラブ 

姫路河川国道事務所では、流域のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を確

保し、強力に推進するため、令和 5 年 8 月 1 日より「別紙組織図」のとおり、新たに姫路河川国道

事務所調査課に「加古川・揖保川流域治水室」を設置します。 

 ＜問い合わせ先＞ 国土交通省近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 
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②  ①  



・受付等の所内総務、庁舎の管理などに関する業務

・工事・業務等の契約、物品調達、支払及び国有財産管理に関する業務

・道路事業に必要な土地の取得、損失の補償に関する業務

・河川・海岸事業に必要な土地の取得、損失の補償に関する業務

・河川及び海岸工事の設計等に関する業務

・道路工事の設計等に関する業務 ・道路工事の設計等に関する業務

・道路の調査・計画に関する業務

・加古川大堰の操作及び維持管理に関する業務

・国道２号（たつの市揖保町門前～赤穂郡上郡町梨ヶ原）、

　加古川バイパス、姫路バイパス、太子竜野バイパス、姫路西バイパス及び

　姫路北バイパスにおける工事の施工・監督及び維持管理

・道路法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

山崎維持出張所

・国道２９号（姫路市林田町下伊勢～宍粟市波賀町戸倉の鳥取県境）

　の工事の施工・監督及び維持管理

・道路法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

・河川改修の調査・計画、水防及び水文観測に関する業務

・河川環境に係る調査、計画、実施に関する業務

・水質事故等に関する業務

・道路の調査・計画に関する業務

・河川の維持管理に関する業務

・河川・海岸の各法令に基づく許認可等に関する業務

・河川・海岸敷の境界明示等に関する業務

・河川の砂利採取の許認可に関する業務

・道路占用の許可・乗り入れ等の承認に関する業務

・道路敷地の境界明示等に関する業務

・道路損傷に関する業務

・道路の維持修繕工事の設計等に関する業務

・交通安全施設工事の設計等に関する業務

・防災に関する業務

・機械設備、電気通信設備の維持管理に関する業務

・新技術に関する業務

・揖保川（国道２号より下流）、林田川・中川・元川における工事の施工・監督

　及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

・揖保川（国道2号より上流）、栗栖川・引原川における工事の施工・監督

　及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

東播海岸出張所

・東播海岸における工事の施工及び監督

・海岸法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

姫路維持出張所

占用調整管理官
・河川の維持管理に関する業務

・河川・海岸の各法令に基づく許認可等に関する業務

・河川・海岸敷の境界明示等に関する業務

・河川の砂利採取の許認可に関する業務建設監督官

事務所組織図（8/1時点）事務所組織図　（これまで）

・加古川・万願寺川・東条川における工事の施工・監督及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務 小野出張所

・加古川・万願寺川・東条川における工事の施工・監督及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

・防災に関する業務

・機械設備、電気通信設備の維持管理に関する業務

・新技術に関する業務

余部出張所

・揖保川（国道２号より下流）、林田川・中川・元川における工事の施工・監督

　及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

龍野出張所

・揖保川（国道2号より上流）、栗栖川・引原川における工事の施工・監督

　及び維持管理

・河川法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

道路管理第一課

・道路占用の許可・乗り入れ等の承認に関する業務

・道路敷地の境界明示等に関する業務

・道路損傷に関する業務

道路管理第二課

・道路の維持修繕工事の設計等に関する業務

・交通安全施設工事の設計等に関する業務

防災課

河川管理第一課

河川管理第二課
専門調査官

・加古川大堰の操作及び維持管理に関する業務

用地対策官 調査課

保全対策官 加古川・揖保川流域治水室

・河川改修の調査・計画、水防及び水文観測に関する業務

・河川環境に係る調査、計画、実施に関する業務

・水質事故等に関する業務建設専門官

・河川・海岸事業に必要な土地の取得、損失の補償に関する業務

事業対策官 工務第一課

・河川及び海岸工事の設計等に関する業務

総括保全対策官 工務第二課

・工事・業務等の契約、物品調達、支払及び国有財産管理に関する業務

副所長（河川） 用地第一課

・道路事業に必要な土地の取得、損失の補償に関する業務

副所長（道路） 用地第二課

事務所長 総務課

・受付等の所内総務、庁舎の管理などに関する業務

副所長（事務） 経理課

龍野出張所

小野出張所

東播海岸出張所

姫路維持出張所

・東播海岸における工事の施工及び監督

・海岸法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

・国道２号（たつの市揖保町門前～赤穂郡上郡町梨ヶ原）、

　加古川バイパス、姫路バイパス、太子竜野バイパス、姫路西バイパス及び

　姫路北バイパスにおける工事の施工・監督及び維持管理

・道路法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

・国道２９号（姫路市林田町下伊勢～宍粟市波賀町戸倉の鳥取県境）

　の工事の施工・監督及び維持管理

・道路法に基づく各種申請の受付・審査、境界確認に関する業務

山崎維持出張所

総務課

経理課

用地第一課

用地第二課

工務第一課

河川管理第一課

河川管理第二課

防災課

余部出張所

事業対策官

総括保全対策官

用地対策官

専門調査官

工務第二課

調査課

占用調整管理官

道路管理第一課

道路管理第二課

事務所長

建設専門官

保全対策官

建設監督官

副所長（事務）

副所長（河川）

副所長（道路）

別 紙


